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内国歳入局（以下「IRD」）が最近発行した100ページに及ぶDIPN 55には、議論された様々な問題に対する25
の設例が挙げられており、フィンテック技術やソフトウェアの開発に適用できるR&Dプロジェクトなどが含まれて
います。

この実務解釈方針では、内国歳入法（以下「IRO」）で最近法規化されたR&D支出に対する通常または拡大損金
算入について、以下の詳細な説明やガイダンスを提供しています。

（i） 拡大損金算入の対象となる「適格R&D活動」と認められるためには、当該プロジェクトが「科学技術の進歩」
を図るようなものでなければならない

（ii） 香港で実施されている「適格R&D活動」における「適格支出」は、R&Dプロジェクトの全体が香港で実施され
ていなくても、拡大損金算入の対象となる

（iii）費用負担契約（CCA）に基づき、グループ会社によって実施されたR&D活動の一部または全部について、
その分担する費用は「自社」のR&D支出として認められることが可能

（iv）企業のR&D活動によって発生した権利は、通常または拡大損金算入の申請に影響を与えることがなく、他
社に名義人として保有させることが可能

（v） グループの特別目的事業体（SPV）がR&D活動を行い、発生した権利の受益者として、グループ会社から
ロイヤリティ収入を得ることを目的とする場合には、通常または拡大損金算入の対象となる

（vi）海外関連会社へ支払った委託費用は、関連するR&D支出の20％以下で、かつ200万香港ドルを超えてい
ない場合、自社R&D支出とみなされる

（vii）従業員及び消耗品に関連する支出は拡大損金算入の対象となる

また、DIPN55では、R&D支出の損金算入の根拠を示すために、納税者にどのような詳細なR&D記録が求めら
れるのかを規定していますが、小規模企業については一定の柔軟性が認められています。

DIPN 55で解釈されている新法の条項は複雑ですので、新法及びDIPN 55に記載されている査定実務解釈に
ついて、ご相談を希望される場合、税務専門家にご連絡ください。

IRDが研究開発（R&D）支出に関する実務解釈方針（DIPN 55）を発行
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新法の要旨

新法は、R&D費用を「タイプA支出」と「タイプB支出」に分類しています。タイプA支出は100%の通常損金算入の

対象となる一方、タイプB支出は拡大損金算入の対象となり、200万香港ドルまでは300%の損金算入を認め、

残りの適格R&D費用についても上限を設けず、200%の損金算入を認めています。

「タイプB支出」とは、（i）「香港の指定研究機関」（以下「DLRI」）1に対するR&D活動の外部委託支出、（ii）自社の

適格R&D活動に関わる従業員及び消耗品に対する支出を指します。

「タイプA支出」は、（i）R&D費用2、または（ii）DLRI以外の「R&D機関」3への支払いを含む、タイプB支出以外の適

格R&D活動におけるR&D費用です。

新法は、2018年4月1日以降に発生した支出に適用されます。

新法の詳細については、以前に発行した弊事務所のタックス・アラートをご参照ください4。

下表は、新法における主要な特徴をまとめたものです。

支出 支出タイプ

「R&D活動」

「適格R&D活動」
（全体が香港で実
施されている場合）

自社

人件費と消耗品 タイプB支出

その他のR&D費用（設備
や機械の設備投資を含
む）

タイプA支出

外部委託
「香港の指定研究機関」
が実施した場合

タイプB支出

その他「R&D活動」
（香港の内外で実施さ

れている場合）

自社
R&D費用（設備や機械の
設備投資を含む）

タイプA支出

外部委託
「R&D機関」が実施した場
合

タイプA支出

1. 「香港の指定研究機関」とは、（a）香港の大学や専門学校；または、（b）技術革新委員会の委員が「香港の指定研究機関」として指定した、香港で適
格R&D活動を行うその他の研究機関を指します。DLRIの一覧は次のリンクから入手可能です。https://www.itc.gov.hk/en/dlri/list.htm

2. 下記の「適格R&D」の3項目に加え、 「香港の指定研究機関」とは、香港で実施されているかどうかを問わず、（a）香港の大学や専門学校；または、
（b）技術革新委員会の委員が「香港の指定研究機関」として指定した、香港で適格R&D活動を行うその他の研究機関を指します。

3. 「R&D機関」とは、（i）香港の指定研究機関；（ii）香港の指定研究機関以外の大学や専門学校のことを指します。

4. 2018年5月8日及び10月24日に発行した弊事務所のタックスアラート

実務解釈方針第55号（DIPN 55）
拡大損金算入の対象となる適格R&D活動

新法の下で、「適格R&D活動」 は、（i）知識の拡張のための自然科学または応用科学の分野におけるR&D活動、
（ii）新たな科学的、技術的な知識と理解を獲得するための、独自に計画された調査、または（iii）商業的製造また
は使用前の、新規または実質的に改良された原材料、装置、製品、工程、システムまたはサービスの生成また
は導入のための計画やデザインに係る研究成果ないしはその他の知識と定義されています。

https://www.itc.gov.hk/en/dlri/list.htm
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科学技術の進歩の意義

DIPN 55は、「適格R&D活動」の定義を裏付けるものと
して、R&Dプロジェクトが科学技術（「科学技術」には人
文科学及び社会科学を除き、経済学を含む）の進歩に
つながっているか否かを挙げています。

科学技術の進歩とは、科学技術の分野における全般
的な知識または能力の進歩（企業独自の知識や能力
の状態ではない）を意味します。

すなわち、科学技術の分野における全般的な知識また
は能力とは、容易に利用されたり、その分野で有能な
専門家によって推測される知識または能力のことを意
味します。科学技術の分野における全般的な知識また
は能力の進歩を求める研究のみが「適格R&D活動」で
す。このような研究は当初の目的を達成できず、また
は完全に実現できない場合がありえます。

多くの場合、科学的または技術的不確実性は、科学的
または技術的に可能性があり、またはそれを実現する
方法が存在しているものの、容易に利用できなかった
り、その分野で有能な専門家によって推測できない場
合があります。このような場合、関連する科学的または
技術的不確実性を解決することは、一般に科学または
技術の進歩とみなされます。これに対し、その分野で
有能な専門家が容易に解決できる場合、科学的また
は技術的不確実性ではありません。

例えば、電子デバイスでは、個々のコンポーネントまた
はチップの特性は決められていますが、全体的な効果
を得るために、コンポーネントの組み合わせの最良の
方法についての不確実性があります。このような不確
実性を解決することは、一般的に科学技術の進歩とみ
なされます。しかし、確立されたパターンを実現するた
めに、異なるコンポーネント（またはソフトウェアのサブ
プログラム）の組立て、またはルーチンメソッドに従うこ
とは、科学的な不確実性がほとんど含まれていません
ので、適格として認められることは難しいでしょう。

具体的には、DIPN55の設例1で示しているとおり、2社
の非関連企業が同性質の適格R&Dプロジェクトを別個
に実施する場合、両者とも通常または拡大損金算入の
資格があることを示しています。両社のうちの一社が、
早い段階で技術突破を達成する場合も当てはまります。

「実質的な改良」の意味

上記の「適格R&D活動」に関する定義の（iii）には、新
規または実質的に改良された原材料、装置、製品、工
程、システムまたはサービスの生成または導入のた
めの計画やデザインに係る研究成果ないしはその他
の知識が含まれます。

これについて、DIPN 55においての「実質的に改良
（substantially improved）」という表現とは、あるもの
の科学的または技術的特性を元のものよりも「優れて
いる」レベルまで変更または適応させるという指標を
合理的に設けていると述べています。当該改善は、軽
微または決まった更新以上でなければなりません。ど
の程度の進歩で実質的な改善をもたらすかという疑
問は、科学技術の分野によって異なり、当該分野で働
く優れた専門家による判断が必要になるでしょう。

科学技術の進歩に直接貢献する活動のみが「適格
R&D活動」とみなされる

DIPN 55では、「適格R&D活動」は科学的または技術
的不確実性への解決のための作業開始（不確実性を
解決するための計画を含む）を始点とし、その不確実
性が解決され、またはその解決作業が中止するときを
終点とすると述べています。一般に、「適格R&D活動」
は、関連知識がその分野で有能な専門家によって利
用できる形で確立したとき、または最終の原材料、装
置、製品、工程、システム又はサービスの機能特性を
備えたプロトタイプまたはパイロットプラントが生成さ
れたときに終了します。

上述のような始点から終点の間に該当しない他のす
べての活動は、「適格R&D活動」になりません。

R&Dプロジェクトの全体が香港で実施されていな
くても、香港で実施されていた適格R&D活動に対
する適格支出は、拡大損金算入の対象となる

上記の「適格R&D活動」の定義を満たすことに加え、

新法では、「適格R&D活動」の全体が香港で実施され

ていることを要求しています。

これについて、DIPN 55では、「全体が香港で実施さ

れている」という要件は、R&Dプロジェクトに関連する

活動全体が香港で実施されなければならないわけで

はないと述べています。R&Dプロジェクト活動の一部

が香港以外で実施されていても、「適格R&D活動」の

定義に該当する場合、香港で実施されている活動と

の関連で発生したR&D支出についても損金算入の対

象となります。
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R&D活動に積極的に参加している香港のグルー
プ企業がCCAに基づいて分担する費用は、自社
R&D支出としてみなされる可能性がある

DIPN 55では、香港のグループ企業がCCAに基づいて

共同R&D活動の一部または全部を引き受けている場

合、当該香港企業がCCAに基づいて負担した費用に

ついて、一定の条件を満たせば、当該企業の自社

R&D支出として認められると明記しています。

基本的に、企業は次の特定の要件を満たす必要があ

ります。

（i）本来のR&D活動を実施する上で重要な役割を果

たす際に、開発・改良・維持・保護および活用（すなわ

ち、DEMPE）機能を管理する能力、知識および専門

知識を有する。すなわち、研究プログラムの確立、進

捗状況の管理、コースの終了または変更の決定、プ

ロジェクトの設計、予算編成などの能力を有する独自

のR&D要員を抱えている

（ii）R&D活動から生じた権利を他のCCA参加者と共

有する

（iii）各CCA参加者によるR&D活動から生じた権利の

耐用年数から得られる全体的な予想利益に比例した

費用を分担する

上記の（iii）で定めた条件に関連し、DIPN 55では、企

業が負担するR&D支出に対し、CCAに基づいて行われ

る「チャージイン」または「チャージアウト」という費用負

担調整を行う必要があると規定しています。上述の調

整を行った後、企業が年間で負担した自社R&D支出の

損金算入を確定します。

DIPN 55において、CCAに基づくR&D活動の一部が香

港または香港外で実施されている場合、香港で実施し

ているR&D活動の部分に対して負担した拠出金のみ

が、拡大損金算入除の対象となると述べています。一

方で、香港外で実施されたR&D活動の部分について、

その分担金は100%の通常損金算入を認める可能性

があります。

企業が発効中のCCAに参加し、「バイイン支払」を通じ

て過去のCCA活動成果から権利を取得している場合、

DIPN 55では当該支払いがR&D活動から生じた権利

の取得に対する対価なので、新法の下では損金不算

入だと明記しています。逆に、企業がCCAから脱退した

時点で、「バイアウト支払」を受け取り、CCAに基づいて

その権利を処分した場合、受け取った支払いが関連す

るR&D支出の損金算入が過去に認められていた範囲

において、課税対象とみなされます。

企業のR&D活動から生じる権利は、他の企業が
名義人として保有することが可能

新法は、R&D活動から生じた権利が当該企業に完全

に帰属していない場合、IROのセクション16Bに基づく

企業によるR&D支出の損金算入を否認します。

これについて、DIPN 55では、SPVを通じてR&D活動

から生じる知的財産権を保有する場合は少なくないと

認識しています。SPVがR&D活動を行っている企業の

名義人として、上述の権利のみを保持している場合、

当該R&D活動から生じた権利は当該企業に完全に帰

属するとみなされます。このように、当該企業は当該

権利の「経済的所有者」であるから、SPVが名義人と

して当該権利を保有している場合でも、当該発生した

R&D支出は、通常または拡大損金算入として認めら

れます（DIPN 55の設例5参照）。

R&D活動を実施したSPVが、発生した権利の使
用料を他のグループ会社に請求すると、R&D費
用は損金算入となる

新法はまた、他者のために実施しているR&D活動の
場合、IROのセクション16Bに基づき、当該R&D支出
への損金算入を否定します。その理由は、R&D活動
結果の成果にかかわらず、その活動を実施する者が
補償を受けることで、その発生したR&D支出はリスク
にさらされないためです。したがって、企業がDLRIへ
当該企業の貿易、専門サービスまたは事業に関連す
る適格R&D活動のために支払いを行った場合、当該
企業のみがIROのセクション16Bに基づく拡大損金算
入の対象となります。当該DLRIでは、当該企業のた
めに実施した適格R&D活動に要した支出について、
拡大損金算入の対象とはなりません。その代わりに、
そのような支出は、IROのセクション16（1）に基づく通
常の損金算入規則に従い、DLRIによって損金算入さ
れます。

それにもかかわらず、DIPN 55の設例6は、SPVが
R&D活動の事業体として設立され、そこからから生じ
た権利を受益者として所有することで、当該権利の使
用に対して他のグループ会社に使用料を請求するこ
とができることを示しています。このような場合、IRDは
当該SPVを権利の「経済的所有者」としてみなし、当該
SPVが他人やグループ会社のためにR&D活動を実施
しているとはみなしません。このように、当該SPVにお
いて、新法に基づき発生したR&D支出は、通常または
拡大損金算入の対象となります。
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商業上の観点とは別に、設例6のSPVの取り決めは、
使用料を受け取る権利が発生する前のR&D支出は損
金算入となるため、税務上の欠損金となるという税務
上の不利益をもたらします。一方、利益が出ている運
営会社によって実施されている場合には、そのR&D支
出に対する通常または拡大損金算入は、当該運営会
社の利益と相殺するために直ちに使用することが可能
です。

海外関連会社へ支払った支出が比較的に少額の
場合に対する非課税措置

新法では、R&D活動のために支払った委託費用は自
社ではなく、外部委託R&D活動とみなされます。このよ
うに、支払先が「R&D機関」またはDLRIではない場合、
IROのセクション16Bに基づく損金算入を受けることが
できません。

一部の納税者がR&Dプロジェクトの全体を香港で実施
する能力を有していない可能性があるという認識のも
と、DIPN 55は非課税措置を提供しています。

この非課税措置の下で、海外関連会社に支払う委託
費用がR&D支出総額の20%以下で、かつ、委託費用
の総額は200万香港ドルを超えない場合、当該費用は
自社タイプA支出とみなされ、100%の通常損金算入の
対象となります。

タイプB支出が拡大損金算入の対象となる

適格R&D活動に直接かつ積極的に従事している従業
員に対する支出

新法の下では、企業の貿易、専門サービスまたは事業

に関連し、（i）適格R&D活動に直接かつ積極的に従事

する従業員に対する支出、または、（ii）適格R&D活動

に直接使用される消耗品に対する支出のみが、タイプ

B支出とみなされます。

上述を踏まえ、DIPN 55は、企業との雇用契約を締結

している個人だけでなく、雇用関係が存続している次

の者は、一般的に企業の従業員として認められます。

• 当該企業が派遣する出向者又は駐在員

• 臨時雇用の専門コンサルタント

• 非常勤R&D人員

ただし、独立したフリーランサーやR&Dに特化した業

者が提供する人員は含みません。

DIPN 55は、取締役と従業員の両方の役割を担う者

が、適格R&D活動に直接かつ積極的に従事している

場合、関連する報酬を配分する必要性を示していま

す。

DIPN 55は、税の乱用がなく、移転価格ルールの範

囲において、取締役の報酬のうち、研究業務に対する

独立企業間価格の報酬に相当する部分が、拡大損金

算入の対象であるタイプB支出に適格する従業員に

対する支出としてみなされると述べています。

DIPN 55はさらに、給与、賃金および退職給付に加え、
拡大損金算入の対象となる従業員の費用にも、雇用
主が支払った現金支出を構成するその他の給付が含
まれることを明確にしています。このような現金支出に
は、適格R&D活動に関連する専門分野に従事する従
業員の社宅費用、医療保険、研修や認証費用、及び
関連する海外研修に参加するための航空運賃や出
張手当が含まれます。ただし、新株予約権や株式報
酬などの株式に基づく報酬について、雇用主にする現
金支出がない場合は除外されます。

適格R&D活動に直接使用される消耗品に対する支出

「消耗品」という用語は、新法の下で、使用時に元の

形で利用できなくなってしまうように消費または変換さ

れる、燃料、電力、水を含む、あらゆる材料または物

品を意味すると定義されています。DIPN 55で示され

た消耗品の設例は以下に含まれます。

• R&D過程において使用されたり、使用不可能な製

品に変換される実験用の化学物質

• プロトタイプに組み込まれた、他の目的に使用でき

なくなった電子部品

ただし、ソフトウェアは消費・変換できないため、該当

しません。それにもかかわらず、IROのセクション16G
に基づき、このような支出は取得年度に、完全に損金

算入されます。
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DLRIへの支払いは、その支出パターンに関係な
く、一般的に拡大損金算入の対象となる

DIPN 55において、特定の租税回避防止条項を前提
に、企業は適格R&D活動の全体を香港で実施している
DLRIに対価を支払う場合、拡大損金算入の対象となる
ことを示しています。当該DLRIがすでに適格R&D活動
のために支出していたとしても、企業自身が支出して
いたタイプA支出となります。

にもかかわらず、DIPN55では、適格R&D活動（全体が
香港で実施されている場合）を香港以外で実施してい
るDLRIへ支払った支出は、拡大損金算入の対象にな
らないと述べています。その代わりに、当該支払いは
100％の通常損金算入の対象となります。同様に、
DLRIが適格R&Dプロジェクトの一部を香港以外の研究
機関に委託する場合、香港で実施されていた適格R&D
活動のために支払われた部分のみが、拡大損金算入
の対象となります。その残りの支払いが100%の通常
損金算入と認められます。

政府からの役務提供料は、一般的にR&D支出と
相殺される交付金または補助金とみなされない

新法は、政府、公的や地方機関、またはその他の者が
直接または間接的に負担するR&D支出の相殺を否定
しています。

DIPN 55の設例14は、納税者が環境配慮型ビルを建
設するにあたり、政府から受け取った役務対価と適格
R&D活動のために負担したR&D支出は相殺する必要
がないことを示しています。このように、当該納税者は、
関連するR&D支出の総額に基づき、通常または拡大
損金算入を請求することができます。

同様に、DIPN 55の設例15では、あるDLRIが政府の
委託を受け、適格R&D活動を実施し、そのための役務
提供料を受け取っており、当該適格R&D活動から生じ
た権利が両当事者によって半分ずつ共有される場合、
当該R&D支出総額の50%に基づき、通常または拡大
損金算入の請求が可能であることを示しています。政
府への役務提供に起因するR&D支出総額のうち、そ
の他の50％はIROのセクション16（1）に基づく通常の
損金算入の対象となり、すなわち、IROのセクション
16Bに基づく拡大損金算入の対象となりません。

上述の2つの設例では、正確な契約条件を前提として、
受け取った役務対価は一般的に、納税者が当該役務
を実施するもので、直接または間接に負担したR&D支
出のものとみなされないと示しています。

R&D支出の損金算入に関するIRDの質問につい
て

DIPN 55は、査定官がR&D支出の損金算入について、
次の質問を出し、企業が分かりやすい言葉での回答を
求める場合があることを示しています。

（a）対象科学技術の進歩の内容

（b）R&Dプロジェクトや関連する大規模な実用化プロ
ジェクトの内容

（c）進歩の追求について解決する必要があった特定の
科学的または技術的不確実性

（d）当該プロジェクトは現在の知識をどのように進化さ
せているか

（e）対象知識や能力が、その分野で有能な専門家に
よって容易に推論できなかった理由

（f）当該不確実性をいつ克服したか

（g）当該プロジェクトのうち、税務上の「R&D活動」また
は「適格R&D活動」の定義に該当する部分

また、DIPN55では、上記の質問について、査定官が
企業のR&D支出に関する損金算入の申立に対する具
体的な質問や、企業からの申立に対する質問を共感
的かつ協力的に対応することを示しています。

DIPN 55ではまた、小規模な新興企業が請求するR&D
支出の損金算入から生じるキャッシュ・フローについて、
重大な差異が発生する可能性があることを認識してい
ます。そのため、IRDは小規模な新興企業による拡大
損金算入の請求を迅速に処理すると述べています。請
求の全部を受理せずに調査が始まった場合、査定官
が少なくとも当該請求を部分的に受理できるかどうか
について引き続き検討します。

結論

弊事務所は、DIPN 55に規定されている新法に関する
詳細な説明と指針、及び新法に基づく請求に関する
IRDの査定方針を歓迎します。

DIPN 55で解釈されている新法の条項は複雑ですの
で、新法及びDIPN 55に記載されている査定実務解釈
について、ご相談を希望される場合、税務専門家にご
連絡ください。
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